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企業評価に関するプレゼンテーション 

(一社)建設産業専門団体連合会 

(一社)全国基礎工事業団体連合会 

 

 総合工事業者と専門工事業者では企業力評価する場合、その役割の違いから分けて考慮す

べきです。専門工事業者は“施工力”が評価の大半をしめると考えます。この場合、労務系

と建設重機系でもその評価項目は異なりますが、技能・技術力とその実績評価（工事一覧

等）は共通であり、特に社会保険の加入、社員教育、安全管理、提案能力、等の評価が大切

と思われます。 

 建設重機系は企業が所有する機械とその機械を充分生かした技能・技術に優れた施工力が

重要と思われます。 

 現在、専門工事業の評価方法と規準に関しては具体的なものは公的にはありませんが、当

専門工事業団体としては「専門工事業者版の経審」が必要と考えます。その１例を以下紹介

します。 

企業評価に関しては、当連合会加入団体である（一社）全国基礎工事業団体連合会が制度

化しており、当連合会も事業指導しているので、紹介します。 

 

１．実施団体 

（一社）全
．
国基

．
礎工事業団体連

．
合会 

   建設重機による杭打ち・杭抜きの施工をする専門工事業者の全国団体 

 

２．制度と事業内容 

（一社）全基連「優良・適格業者選定制度」により認定された組合員の企業力を１２

項目に分けて評価の上、インターネット上に一般公開している。 

 

３．制度の目的 

優良・適格業者選定制度は設備機械や技術・技能者を有する施工能力と技術・創意工

夫等の提案能力を組み合せ、総合的に企業評価を行う制度であり、総合工事業者をは

じめとする業界および発注者に対して情報を公開、提供するもの 

 

４．経緯 

平成９年、国交省がとりまとめた専門工事業者企業力指標（ステップアップ指標）を

原型に平成１９年「準備委員会設立」の上「評価基準を定める」 

   平成２０年、組合員実態調査アンケートを実施、優良・適格業者を選定 

   平成２１年４月、優良・適格業者情報をネット公開 

   平成２８年１２月、評価基準の一部改正の上、今日に至る 

 

５．制度運営 

運営委員会・・・アンケート調査の実施と評価基準の検討 

   優良・適格業者選定審査会・・・調査・評価に基づき優良・適格業者を選定・認定 

   情報システム委員会・・・ネット公開情報の管理・運営 

 

６．調査事業 

毎年１０月に全組合員に対し、「優良・適格業者制度調査票」を配布の上、回答され

た情報をインターネットに登録するとともに、優良・適格業者選定委員に報告 

 

資料２ 



 2 

７．企業力評価基準・・・添付資料“調査票”“評価基準”“評価シート”参照 

調査要約２００項目を１２大分類に分けて、基本点を１００点、施工に関する項目に

ウエイトを配分し１００点の２００点を１００点に換算し、３つのグレード（Ｈ・

Ｍ・Ｓ）にて評価する。その内容は以下の通り。 

組合員は、 

①自社所有するくい打機等の建設機械と付帯する機械・設備を有し 

②建設機械を使いこなす優れた技能・技術者を直用している 

ことが、基本的条件であり、そのことから評価として５０点の基礎点を与える。 

また、施工業者としての能力評価として、施工規模・施工管理・提案能力の３項目

に関し、特別評価として、配点をしている。 

 

項目別配点は下記の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の採点＋ウエイト

経営基本管理

経営基盤

施工規模

施工管理

提案能力

施工技術

安全管理

社員教育

雇用管理

収益管理

財務管理

保証制度

計

(案1)
1/2

改定案

基本点 配　　点 重点ウエイト

7 0 0 7

13 2 4 17

7 4.13 8.27 15.27

20 15.87 29.31 49.31

4 8 16 20

9 12 24 33

16 2 4 20

8

3

3 0 0 3

9 6 12 21

1 0 0 1

100点 100点 200点

50点 50点

全組合員に配点

10.42

3

0

0

2.42

0

基礎点を加味した改定による「グレード」得点範囲の改定案

得点 グレード ランク 組合員数 割合

80～100 Ｈ 優･適 16 24

70～80 Ｍ 優･適 41 62

50～70 Ｓ 適格 9 14

合計 66 100%

グレード改定案
















